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                              開催日時3月5日(日)午前10時～12時 

１． 町会長あいさつ 

 

２．令和4年度3月部門別活動報告 

＊中止となった行事は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため主催者判断で中止となりました。 

 

部 門 活  動  内  容 

防犯部 
（池遠） 

・地区別犯罪発生状況の報告。1月葛西警察署管内で特殊詐欺6件、強盗1件、侵入盗1件、自動車

盗1件発生しました。相変わらず特殊詐欺が多発しています。気を付けましょう。 

・3/4(土)環境部が青パトによる町会内防犯パトロールを実施しました。 

  (次回以降 4/1交通部、5/6青少年部の予定です) 

・2/4 2班、2/11  4班の防犯灯を交換しました。 

防災部 
（片遠中） 

・昨年11月に行った防災八幡講習会に対し、都から助成金174,000円の交付を受けました。この 

交付金は講習会の際配付した非常食の購入に充てました。 

環境部 
（沖新） 

・5月に春の美化運動強調月間が設定される予定です。 

交通部 
（竹沖南） 

・5/11～20春の全国交通安全運動が実施される予定です。ﾃﾝﾄ張りの実施の有無は未だ決まっていま

せん。 

・5/11セーフティロード作戦が実施される予定です。 

青少年部 
（新梅濱） 

・5月に青少年育成葛西地区委員会総会を予定しています。 

・3/19日帰り研修が予定されています。 

女性部 
（内工柵藤） 

・2/21(火)に資源回収を実施しました。次回は 3/21(火)です。雨天の場合は、3/22(水)に順延しま

す。 

・葛西地区自治連女性連絡部会の日帰り研修に3名参加しました。 

敬老部 
（内） 

・5月に高齢（者）世帯見守り活動を行います。 

総務部 
（遠田） 

・2/6(日)4名の方が永年町会役員表彰を受賞されました。 

・2/19(日)本部役員会を開催し、定時総会議案書(案)の検討を行い了承されましたので、これを基に

定時総会議案書を作成します。 

・新班長及び新組長の選出を行いました。選出に当たっての取りまとめ、現班長には大変お世話に 

なりました。 

・3/26新川千本さくら祭りが、さくら館前で行われます。 

・小、中学校の卒業式、入学式が３年ぶりに来賓を招待して行われます。 

会計 

会計監査 
（一大髙内） 

・3月度定例役員会終了後、関係者で会計監査を行いました。 

 

３.各班報告  
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４.議事および確認事項 

 

議  題 議  題  内  容 

(a)町会運動会 

実行委員長 

内海光太郎副会長 

 

・12/4(日)午前10時から運動会実行委員会を開催し、令和5年の町会運動会の実施 

予定概要を決めました。 

➀令和5年の町会運動会は令和5年5月28日(日)に開催を予定します。 

②今年も13時終了予定の半日開催とし、種目は令和4年と原則同じとします。 

③5/7(日)の定例役員会終了後、引続き環七倉庫で運動会に必要な用具･物品の 

点検を行います。 

④4/23(日)までに実行委員長･総務部は大量購入する賞品及び来賓者へのお礼の 

 品の事前購入予約を行う。 

➄4/23(日)から会長、実行委員長は、招待者に案内状を届ける。 

⑥5/21(日)9時30分西瑞江五丁目公園集合出発で、南葛西ホームズにて等賞賞品 

を購入する。購入品は二之江神社社務所に搬入し、種目別等賞の仕分を行う。 

 ⑦5/27(土)14時に二之江第二小学校校庭に集合し、事前準備(白線引き等)を 

行う。 

➇3/12(日)10 時より二之江神社社務所において、会長、会長代行、実行委員長、

副実行委員長、副会長、総務部のメンバーで、運動会実施方法の細部の検討を

行いました。 

(ｂ)令和5年度定時総会 ・日程 

 ➀開催日時は 4月 2日(日)10時からを予定しています。従来行っていました総会

後の懇親会は取止め、総会出席者には飲み物等を用意しますので、それをお持

ち帰り下さい。 

 ②特に新型コロナ感染状況に変りがないので、開催方法は書面総会ではなく対面

総会で実施したいと思います。 

 ③現班長に新班長・新組長選出のお願い文書を配付しましたので、現班長は 

令和5年度の新班長・新組長を選出し、その氏名を配付文書に記入の上、 

2月28日(火)までに総務部遠藤まで提出して下さい。氏名のフリガナは必ず 

記載して下さい。全て選出済みです。ありがとうございました。 

 ④2月19日(日)午前10時から本部役員会を開催し、総会議案書(案)の検討を 

行い了承されましたので、これを元に総会議案書を作成します。 

 ➄3月11日(土)午前10時から本部役員で総会資料の作成・製本を行います。 

その後製本の終った議案書等の班長への配付を本部役員で行います。 

 ⑥班長は、配付された議案書等を組長に、組長は町会会員に配付して下さい。 

⑦班長は、総会に出席出来ない方の委任状を取りまとめ、総会前日の4月1日(土)

までに、総務部遠藤へ必ず提出して下さい。 

➇定時総会の議長候補として、杉琴副会長を推薦することにしました。 

確認事項 ・令５年５月７(日)午前１０時より定例役員会を二之江ｺﾐｭﾆﾃｨ会館 集会室2&3 

で開催します。本部役員と班長は出席をお願いします。 

 

５．閉会挨拶（新川副会長） 

 


